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福祉文教常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和５年３月１３日（月） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    本 博之    副委員長   斧田 秀明 

        委  員    建石 良明           西田いく子 

                藤井千代美           森田 忠彦 

                村井 浩二           本  馨 

                中村 直幸 

        議  長    山田  強 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町 長  田中 祐二   教 育 次 長  池田 貴則 

        副 町 長  齋藤 健吾   秘書政策課長  西本 武史 

        教 育 長  中道 雅夫   福祉介護課長  武部 勝浩 

        政策総務部長  小角 孝彦   いきいき健康課長  堀内 孝茂 

        まちづくり推進部長  村上 正規   保険医療課長  松岡 健一 

        健康福祉部長  子安 逸二 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書 記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）議案第５号 令和４年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

（２）議案第７号 令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算 

（３）議案第10号 令和５年度太子町介護保険特別会計予算 

（４）議案第11号 令和５年度太子町後期高齢者医療特別会計予算 
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午前 ９時３０分 開 会 

○ 本（博）委員長 皆さん、おはようございます。 

 ３日に引き続きまして、福祉文教常任委員会を開催させていただきましたところ、ご

出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日は全員出席されていますので、会議は成立いたしました。 

 これより委員会を再開いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 本日の本委員会に付託されました案件は、議案第５号の補正予算案件１件と、議案第

７号、第１０号及び第１１号の当初予算案件３件の計４件でございます。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

 それでは、補正予算案件の議案第５号、令和４年度太子町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、議案第５号、令和４年度太子町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）についての内容の説明を申し上げます。 

 令和４年度太子町国民健康保険特別会計補正予算書の１頁をお願いします。 

 第１条、第１項、予算の総額でございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２千９７０万５千円追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１５億２千６６５万７千円とするものでございます。 

 まず、歳出の内容でございますが、８頁、９頁になります。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正額２千２００万

円は、事業別区分１の一般被保険者療養給付費で、医療費実績、直近の１０か月分が前

年度比較で５.３８％の増となっていることから、予算を上回る給付が見込まれるため、

補正を行うものでございます。 

 次の２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正額４００万円。事業別区分

１の一般被保険者高額療養費につきましても、直近の実績１０か月分が前年度比較で８.

０１％の増となっており、これについても不足が見込まれることから補正をするもので

ございます。 
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 次に、８款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額３７０万５千円。事

業別区分１の一般会計繰出金事業は、一般会計で実施する国保被保険者の健康増進事業

に対して、保険者努力支援交付金などの補助金を一般会計に繰り出すものでございます。

なお、補助率は１０分の１０でございます。 

 続きまして、歳入の内容でございますが、６頁、７頁になります。 

 ４款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、１節保険給付費等交付金の

普通交付金２千６００万円は、歳出の一般被保険者療養給付費の財源として２千２００

万円、一般被保険者高額療養費の財源として４００万円を措置しております。 

 また、２節保険給付費等交付金の特別交付金３７０万５千円は、一般会計繰出金の財

源で５分の４を保険者努力支援分として、５分の１を特別調整交付金市町村分として措

置しております。 

 以上が、議案第５号、令和４年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の

内容の説明でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○ 本（博）委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 今言った療養給付費とか高額療養費が伸びた要因みたいなのを感じられてい

ることありますか。 

○松岡保険医療課長 今、要因ということでございますけれども、コロナ禍であったもの

の受診控えもなくなりまして、必要な医療を必要な方がきっちりと受診されている傾向

がちょっと出ているのかなというふうには認識しております。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号、令和４年度太子町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案どおり可決することに決しました。 

 次に、当初予算案件の議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算、こ

れを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 それでは、議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計歳

入歳出予算につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

 まず、歳入歳出を通じて、令和５年度予算の特徴につきまして、ご説明をさせていた

だきます。 

 附属説明資料の１頁、２頁になります。 

 それぞれ歳入歳出の内訳について記載させていただいておりますが、令和５年度当初

予算の総額は１４億６千６２０万５千円で、前年度と比べ、９０４万４千円で０.６％

の減となっております。主な要因でございますが、１人当たりの保険給付費を令和４年

度当初予算比較で６％の大幅な増を見込むものの、被保険者数が１６０人ほど大幅に減

少することによるものでございます。 

 次に、２頁、歳出から説明をさせていただきます。 

 まず、保険給付費でございますが、新型コロナウイルス感染症による受診控えがなく

なり、回復から反動の傾向が見られ、１人当たりの保険給付費は、前年度当初予算ベー

スよりも６％の増加としましたが、被保険者数の急激な減少に伴い、保険給付費の合計、

ここで言いますと、計のア＋イ＋ウの欄でございますが、９億６千５８８万７千円。前

年度比１千８８７万３千円、１.９％の減となっております。 

 次に、被保険者の方々から納付していただきました保険料などを大阪府に納付する事

業費納付金は、１人当たり医療費の増に加え、後期高齢者支援金等及び介護納付金も増

加し、事業費納付金の計、小計欄でございますが、４億３千３１１万９千円、前年度比

９２５万１千円、２.２％の増となっております。 

 次に、左側、１頁の歳入でございます。 

 まず、保険料でございますが、被保険者数は減少傾向にありますが、１人当たり医療

費などの増に伴い、事業費納付金が増加になることを受け、３億６５９万５千円。前年

度比６４１万４千円、２.１％の増となっております。 
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 次に、府支出金では、歳出の保険給付費の減に伴い、その財源として交付される保険

給付費等交付金の普通交付金の減などにより、１０億２千９７４万７千円。前年度比１

千８８４万１千円、１.８％の減となっております。 

 次に、一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入金の増などにより、１億９４６万９千

円。前年度に比べ、３３５万８千円、３.２％の増となっております。 

 また、基金繰入金では、被保険者数が減少するものの、医療の高度化や被保険者の高

齢化により、１人当たり医療費の大幅な増加が見込まれるため、急激な保険料上昇が見

込まれます。これを一定抑制する目的で、国保財政調整基金繰入金は２千万円を計上し

ております。 

 １頁めくっていただいて、３頁になります。 

 上段の国保加入者の状況でございます。一般被保険者数では、２千６４１人で、前年

度と比べ１５９人の減、また、下の表は、一般被保険者における１人当たりの医療費の

推移を表しており、令和５年度の１人当たり医療費は、令和４年度の年度途中までの実

績等を加味し、４２万４千７２５円を見込んでおります。 

 それでは、予算書をお願いいたします。 

 それでは、予算書１８３頁になります。 

 第１条、第１項でございますが、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億６

千６２０万５千円とするものでございます。 

 次に、飛びますが、１９５、１９６頁になります。 

 まず、歳出からでございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６８９万１千円。前年度比１３０万９

千円の減でございます。事業別区分１の一般管理事業では、国保連合会に委託している

診療報酬等の審査支払い業務のほか、各種通知作成に係る電算業務委託料、第三者行為

の求償事務手数料、電算システムに係る自治体クラウド利用料、国保連合会への負担金

などを計上しております。主な減の要因としましては、電算システム改修費の委託料の

減によるものでございます。 

 次に、２項徴収費、１目賦課徴収費３２９万１千円。前年度比１６２万４千円の減。

事業別区分１の賦課徴収事業では、納付書等の印刷費郵送料及び口座振替手数料、電算

機器及びシステムプログラム委託料、コンビニ収納代行委託料などを計上しております。

減の主な要因としましては、滞納整理システムのリース期間が終了し、保守契約に変更
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となったことから減となっております。 

 次の頁、１９７、１９８頁になります。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費１５万１千円。前年度と同額で、国保運営協議

会に係る委員報酬等の経費を計上しております。運営協議会委員は９名となっておりま

す。 

 次に、２款保険給付費、１項療養諸費でございます。１目一般被保険者療養給付費８

億１千９３１万３千円。前年度比１千２８４万２千円の減及び目が前後しますが、３目

一般被保険者療養費１千５０３万４千円。前年度比２９万６千円につきましては、令和

３年度までの給付実績及び直近の療養給付費、療養費の見込みを勘案し、計上しており

ます。 

 また、１つ上の２目退職被保険者等療養給付費及び４目退職被保険者等療養費は、過

年度に係る給付費の請求に対応するため、科目設定のための頭出しとして、それぞれ１

千円を計上しております。 

 次に、５目審査支払手数料の２５０万円は、国保連合会への療養給付費等の審査支払

手数料で、前年度と同額を計上しております。 

 次に、２項高額療養費でございます。１目一般被保険者高額療養費１億１千７４９万

１千円は、過去からの給付実績や直近の給付見込みを勘案して計上しております。 

 次の頁になります。１９９、２００頁でございます。 

 次の２目退職被保険者等高額療養費も、頭出しとして１千円を計上させていただいて

おります。 

 次に、３目一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、給付実績や直近の給付

見込みを勘案し、前年度と同額の２０万円を計上いたしております。 

 次に、４目退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては、他の退職被保険者に

係る保険給付費と同様に、科目設定のための頭出しとして１千円を計上しております。 

 次の３項助産諸費、１目出産育児一時金７５０万円は、前年度比１２０万円の増で、

出産育児一時金の引上げ及び過年度の出産数の実績を考慮し、出産１人につき５０万円、

１５人分を計上しております。 

 次に、４項葬祭諸費、１目葬祭費１４０万円は、昨年度と同額を見込んでおり、被保

険者の葬祭１件につき５万円、２８件分を計上いたしております。 

 次の５項精神・結核医療給付金、１目精神・結核医療給付金につきましては、過去の
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実績並びに直近の見込み等を勘案し、前年度と同額の２１０万円を計上しております。 

 次の頁になります。２０１、２０２頁でございます。 

 ６項移送費、１目一般被保険者移送費及び２目退職被保険者等移送費につきましては、

緊急やむを得ない理由により、医師の指示で移動が困難な重病人を転院させたときに支

給されるもので、１目一般被保険者移送費は、前年度と同額の１０万円を、２目退職被

保険者等移送費は、頭出しの１千円をそれぞれ計上させていただいております。 

 また、７項傷病手当金、１目傷病手当金につきましては、業務外の事由による療養の

ため労務に服することができないときに支給されるもので、令和４年度の実績等を考慮

し、２４万４千円を計上しております。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給

付費分で３億５４０万４千円。前年度比３９２万円の増でございます。本町で収納いた

しました保険料や一般会計からの保険基盤安定繰入金などを大阪府に納付するものとな

っており、本年１月の大阪府におけます令和５年度の本算定結果に基づき、大阪府から

本町に対し提示された事業費納付金の医療給付費分を計上しております。 

 次に、２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分は、９千

３７４万３千円。前年度比４０７万２千円の増で、後期高齢者医療保険制度に対する現

役世代の支援金として、医療分と同様に、大阪府から本町に対して後期高齢者支援金等

分として提示のあった事業費納付金を計上しております。 

 次の頁になります。２０３頁、２０４頁でございます。 

 ３項介護納付金分、１目介護納付金は３千３９７万２千円。前年度比１２５万９千円

の増で、介護保険制度における２号被保険者に係る保険料で、介護納付金分として、こ

れも大阪府から提示された額を計上しております。 

 次の４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目その他共同事業拠出金は、年金

機構から提供されるデータを基に、退職医療対象者リストの作成に係る共同事業拠出金

で、１千円を計上しております。 

 次に、５款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費３７８万７千円。前年度比

３０万７千円の減。事業別区分１、疾病予防費は、エイズ予防パンフレットの購入費、

医療費通知、ジェネリック医薬品の差額通知の郵送料のほか、委託料は人間ドックの半

額助成で、１３０件分を計上しております。 

 次に、２項特定保健診査等事業費、１目特定健康診査等事業費２千８９万４千円。前
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年度比１９１万４千円の増。事業別区分１の特定健康診査事業費１千１８３万１千円は、

特定健診や集団健診に係る費用のほか、国保連合会に委託しております受診券の作成や

健診結果等の電算処理に係る費用を計上しております。 

 次の頁になります。２０５頁、２０６頁でございます。 

 事業別区分２の特定保健指導事業費（保険医療課）８２８万９千円は、特定健診や特

定保健指導等の充実を図るため、医療専門職として、保健師、管理栄養士など３名分の

会計年度任用職員の報酬等を人件費として計上しております。事業別区分３の特定保健

指導事業費（いきいき健康課）は、いきいき健康課において実施しております保健指導

等の事業費として７７万４千円を計上しており、特定健診の結果により特定保健指導が

必要な人への対応として、糖尿病予防教室や重症化予防教室などに係る費用などでござ

います。 

 次に、６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金３万円。前年度比

３万円の減は、財政調整基金の繰替運用に係る利子を同基金へ積み立てるものでござい

ます。 

 次の頁になります。２０７、２０８頁でございます。 

 ７款公債費、１項公債費、１目利子３万円。前年度比３万円の減は、国保財政調整基

金の繰替運用に係る利子を計上させていただいております。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険料還付金、前年度

と同額の１００万円は、被保険者に対する過誤納還付金として、また、２目償還金２千

円は、国・府への償還金を頭出しとして、昨年度と同額を計上しております。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金２５５万７千円。前年度比皆増は、一般会計で実施

する国保被保険者の健康増進事業に対して、国民健康保険特別会計が受けた保険者努力

支援交付金などの補助金を一般会計に繰り出すものでございます。なお、補助率は１０

分の１０でございます。 

 ９款予備費、１項予備費、１目予備費２千８５６万５千円は、前年度比５９万３千円

の減。これは、予測し得ない年度途中の急な保険給付費等の財政需要に対応するため計

上しております。 

 次に、歳入でございます。 

 頁が飛んで恐れ入りますが、１８９、１９０頁になります。 

 １款国民健康保険料、１項国民健康保険料、１目一般被保険者国民健康保険料３億６
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５９万５千円。前年度比６４１万４千円、２.１％の増となっております。大阪府に事

業費納付金を納付するに当たり、繰入金などとともに必要となる保険料を、医療給付費

分、後期高齢者支援金分、介護納付金分として、それぞれ現年分と滞納繰越分について

計上いたしております。 

 次に、２款一部負担金、１項一部負担金、１目一般被保険者一部負担金は、科目設定

のための頭出しとして、１千円を計上しております。 

 次に、３款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料は、前年度と同額の８万

円を計上しております。 

 次に、４款国庫支出金、１項国庫補助金、１目健康保険組合等出産育児一時金臨時補

助金７万５千円は、出産育児一時金の引上げに対する令和５年度のみの臨時的な措置と

して、出産１件につき５千円の補助があり、出産育児一時金の件数と同じ１５件分を計

上しております。 

 次の頁になります。１９１頁、１９２頁でございます。 

 ５款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金１０億２千８４２万９千円。

被保険者数が急激に減少することから、前年度比１千８７８万５千円の減となっており

ますが、これは本町が行います保険給付や保健事業等に必要となる財源について、大阪

府から交付されるものとなっております。 

 なお、１節保険給付費等交付金（普通交付金）１０億４９７万８千円は、療養給付費

や療養費、出産育児一時金、葬祭費などの保険給付に加え、保健事業の実施に対する交

付金となっております。 

 また、２節保険給付費等交付金（特別交付金）２千３４５万１千円は、国の保険者努

力支援制度に係る交付金及び従来の国特別調整交付金で、府繰入れ２号分は、従来の府

特別調整交付金に係る交付金となっております。 

 更に、特定健診等負担金は、特定健診特定保健指導に係る国及び府の負担分として交

付されるものとなっております。 

 次に、２目国保事業助成補助金１３１万８千円は、一般会計において、大阪府ととも

に実施しております重度障がい者、ひとり親の各医療費助成事業に伴う、療養給付費等

国庫負担金の減額調整に対する府補助金となっております。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、国保財政調整基金の繰替

運用等に係る利子として、前年度比３万円減の３万円を計上しております。 
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 次に、７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億９４６万９千円。前

年度比３３５万８千円の増。 

 １節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分５千６０６万７千円は、低所得者に対する保

険料軽減分を補塡するため、一般会計から繰り入れるものでございます。 

 ２節保険基盤安定繰入金の保険者支援分３千２２万３千円は、低所得者を多く抱える

保健者の財政を支援するための繰入金となっております。 

 ３節未就学児均等割保険料繰入金７９万１千円は、令和４年度分の国民健康保険料か

ら新たに実施された未就学児の均等割保険料軽減措置に係る繰入れで、負担割合は、国

が２分の１、府４分の１、町４分の１となっており、７６人分を計上しております。 

 ４節職員給与費等繰入金９６８万８千円は、歳出の総務費に対する事務費相当分を繰

り入れるものとなっております。 

 ５節財政安定化支援事業繰入金３６８万８千円は、高齢者の加入割合に応じて繰り入

れるものでございます。 

 ６節その他一般会計繰入金６２９万１千円は、保険料の町独自減免等に対する補塡分

や、地方単独事業実施に係る国庫負担金減額相当分の補塡分のほか、集団健診でのがん

検診のセット受診の費用を繰り入れるものとなっております。 

 ７節出産育児一時金等繰入金２７２万１千円は、過去の出産育児一時金の精算分を含

めて地方財政措置されている出産育児一時金を、一般会計から繰り入れるものでござい

ます。 

 次の頁になります。１９３、１９４頁でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金２千万円は、被保険者数は大幅に減少する

ものの、被保険者の高齢化や医療の高度化による医療費の伸びによる急激な保険料上昇

の抑制を目的に、町独自の激変緩和として、財政調整基金を前年度に引き続き繰り入れ

るものでございます。 

 次に、８款繰越金、１項繰越金、１目前年度繰越金は、科目設定のための頭出しとし

て１千円を計上しております。 

 ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、２目一般被保険

者加算金、３目過料は、それぞれ頭出しとして、前年度と同額を計上いたしております。 

 次に、２項雑入でございます。１目雑入として前年度と同額の２０万円を計上してお

ります。 
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 後に、飛びますが、１８６頁をお願いします。 

 債務負担行為でございます。 

 令和６年度に実施予定のとくとく検診事業でございますが、限度額６２１万７千円を

計上しております。 

 以上が、議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算についての説明で

ございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○ 本（博）委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田副委員長 それでは、私のほうからは、附属説明資料の３頁を開いていただければ

ありがたいと思います。 

 この附属説明資料の３頁のところには、１人当たりの療養費の推移というふうな表が

あります。こちらのほうなんですけれども、令和２年で底を打った後、ずっと右肩上が

りというふうな状況の中で、コロナ感染症による受診控えというふうなものが、令和２

年、３年ぐらいにあったのかなというふうな状況がこれでうかがえると思うんですけれ

ども、ここからの右肩上がりになっているのは、先ほどの補正等でもちょっと説明のあ

ったように、加入者のほうがこれからも減ってくるというんですか、団塊の世代とかの

兼ね合いもあり、そちらのほうでは減少、また、医療費については、反対に高騰という

のは、これからもずっと続いていく見込みなんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 先ほどもちょっとお問合せいただいた分なんですけれども、今もう

コロナ後になるかと思うんです。その中で１人当たりの医療費が増えているということ

は、やはり国保の加入者自体が高齢化している。高齢化されている方は、医療費がやっ

ぱりかかる世代でもございます。その中で１人当たりの医療費が伸びているという状況

にあり、今後ますます高齢化が進むことが予測されますので、右肩上がりで医療費のほ

うも上がっていくのではないかなというふうには考えております。 

○斧田副委員長 ありがとうございます。この傾向というのは、別に太子町だけではなく

て、人口流入のある大きな大都市を除いて、普通の一般的な市町村については、こうい

うふうな傾向になっていると考えていいんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 今、全体的に、大阪府内統一で医療費等々を見させてもらっていま
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すけれども、やはりその中身を見ますと、各々、各市町村につきましても、１人当たり

の医療費が上がっているというような状況であるというふうに認識しております。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっていると思うんで

すけど、現場の医療機関で住民さんが実際に使うときに、いろいろトラブルとかそうい

うところの、今そういう事象が起こっているとか、そういう報告はあるんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 すみません。マイナンバーカードの質問ということで、今、確かに

保険証にはひもづけできるようにはなっています。ただ、医療機関の読み取りができる

機械の体制が、何％でしたかね、まだ１０何％、２０％いっているかどうかというぐら

いの数字になっていまして、実際、テスト的に置かれている医院もございます。中々保

険証の代わりとしてトラブルがあるのかということなんですけれども、ちょっとこちら

のほうで、窓口で問合せがあったのは、マイナンバーカードで保険証をひもづけしまし

たと。それで、病院へ行って、機械はあるけど読み込めませんでしたというようなこと

で、どうなっているのかという問合せが逆にありましたというような状況はございます。 

○村井委員 私らも保険証として使えるんやというようなことで、今、カードを持ってい

たら、そのまま何の手続きもせずに保険証として使えるんですか。 

○松岡保険医療課長 カード自体には、ひもづけるというその手続きをしないと保険証に

はならないので、保険証と一緒にひもづけてくださいということで申し出があれば、ひ

もづけしているというような状況でございます。 

○村井委員 私も保険証として使うってなったときに、また手続きがね、保険証として使

えますという手続きが要るということを熟知できてなかったので。 

 私もちょっと調べたんですけど、太子町のホームページで、そういうところのＱ＆Ａ

とか、今のホームページの国保のところの、よくある質問みたいなのがあると思うので、

これは国保だけではないですけど、ほかもよくあることなんですけど、ちょっとタイム

リー的に言ったら、例えば、医療費控除のところとか、領収証をもう集めなくてもいい

ですよという制度も使えるというふうなところも、そのＱ＆Ａのところで、そういう対

応ができたらなと思いますのでね。また、何か改善の余地があるかと思うんですけど、

その辺のご予定とかはありますか。 

○松岡保険医療課長 国民健康保険だけではなくて、例えば、確定申告で必要な領収書と

か、領収書は要らないよとか、保険証については、ひもづけするにはこういう手続きが
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必要ですよというような事例については、ホームページのほうがございますので、広報

担当課と調整しながら、必要な情報については載せていけたらというふうには考えてい

ます。 

○村井委員 去年からずっと、マイナンバーカードの普及率というか、皆さんに取得して

もらうというのに、すごく全庁挙げて力入れておられたと。確かに住民さんの中でもマ

イナンバーカードを取得して、保険証なり、いろいろそういうようなところで行政手続

きのサービスを効率よく受けられるんやろうなというふうなことは、ぼやーっとは分か

っておられると思うんです。ただ、その次の個々のサービスに行くときに、この手続き

要るのかとか、これだったらどうなるのかといったところが、今のホームページ上だっ

たらちょっと分かりにくいかなというのもありますしね。よくある質問でもそういうの

はありますし、もう１個、部署替わりますけど、関連ということで、ちょっと総務部長、

もっと根本のマイナンバーカードの 終更新日２０１５年１１月５日になっているので、

その辺の対応もして、Ｑ＆Ａでやってもらって、世の中マイナンバーカード、保険証の

利用でどんどん進めているので、またちょっとその辺、改善をお願いしておきます。 

 以上です。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 今の村井委員の関連になるんですけれども、ひもづけに関して、国なり、あ

るいは府なりからの何らかのその情報的なものは、町のほうには入ってきていますか。 

○松岡保険医療課長 ひもづけする方法ですか。それとも、義務化とかそちらの質問でご

ざいますか。 

○建石委員 例えば、マイナンバーカードで診察をすると、１２円安くなるとか、例えば、

医療機関のシステム化、機械の導入とか、また、薬局関係にシステム化をこういうふう

に国のほうは推進していますよというふうな情報は入ってきていますか。 

○松岡保険医療課長 ある程度情報としては、先ほども申しましたように、今現在２割程

度使えるようにはなっています。システムを導入しようとしている医療機関もかなりあ

るというふうには聞いております。正確な数字はちょっと今持っていませんが。 

 あと、お聞きのマイナンバーカード自体を保険証として使えば、確かに診療報酬の費

用がちょっと安く、普通の保険証より安くなるという仕組みにしようというふうにはし

ているみたいだという情報しか、今ないんですが、それでよろしいですか。 

○建石委員 ということは、まだ完全に、あれは来年の１０月からかな。ちょっと僕の記
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憶なので分からないけど。国のほうか、また、府のほうから、もっと推進してください、

こういうこともありますよというところまでは、まだ聞いてないということですね。 

○松岡保険医療課長 保険証という面から見ますと、今のところまだ任意ですので、確か

にマイナンバーカードを進めている状況にありますが、窓口でどうですかとか、そうい

うところは、今、話をしていない、任意ですので、保険証のほうにひもづけてください

という申し出があれば、対応させてもらっているというような状況です。 

○建石委員 恐らく、今、報道のほうでは、まだカードを持たない人には保険証は発行し

ますよ、あるいは、紛失した人に対しても発行するよというようなことが報道されてい

ますので、もし万が一、そういった問合せがあれば、きっちりと相手さんに、住民さん

に分かるように説明するようにお願いいたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 国保ですけれども、年々、保険料が上昇して、その中には高齢者が多くって

医療費が上がっていって、それで、被保険者が減ってきているから、１人当たりにかか

る荷が重くなってとか、いろんな背景があるんですけれども、そういう大変な国保料が、

来年、府内統一されるということで、今年と来年でどれだけ何かが変わってくるのかな

ということをちょっとお尋ねしたいんですが、国保が統一されるということで、うちは

まだ隙間があって、何とか保険料を抑えようとしているところがあるんですが、既に統

一保険料になっている自治体はどれぐらいあるんですか。 

○松岡保険医療課長 既に統一保険料となっている自治体ですけれども、令和４年度にお

かれましては、１５市町です。ちなみに言いますと、岸和田市、池田市、貝塚市、守口

市、泉佐野市、大東市、柏原市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、島本町、忠岡

町、阪南市、岬町ということなんですが、全て統一されている市町村、要するに医療分

と後期高齢者支援金等分と介護分ありますと。その中で、その３つが全て統一されてい

るのがこの１５市町ということなんですが、ちょっと見ますと、後期と介護はもう少し

統一されています。数はちょっと読んでないですけれども、１５よりも多くなっている

状態ということでございます。 

○西田委員 ここまで来ていて、そういうところ、その１５市町は、どこに引っ越そうが、

同じ保険料になるということだと思うんですけれども、もし、太子町がそこに合わせて

いたら、幾らぐらいになるのかなというのをちょっと教えていただきたいんです。いろ

いろ運協にも出ていますし、資料なんかにも、今年度、大体１人当たり１万５千円ぐら
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い上がるかなというような数字が出ていたかと思うんですけれども、それでも抑えたん

ですよね、「保険料上昇の抑制に努めた」って。だから、もしそれをしなければ、どれ

ぐらいになったのか、１人当たりというと、うち、少し数字が変わってきますので、よ

かったらモデルケース、何ぼの所得で、夫婦と子ども２人とか、そのあたりで比較して

いただけると、分かればお願いします。 

○松岡保険医療課長 令和５年度の統一保険料との比較ということですけれども、説明に

もございましたように、１月、大阪府における令和５年度の保険料率本算定がございま

した。そのとき、大阪府、統一した場合、１人当たり１４万８千４２１円という結果が

出ております。太子町の令和４年度、今現在の本算定の１人当たり保険料については、

１３万３千５５円となっています。これと比較しますと、先ほど委員おっしゃったよう

に、１万５千３６６円。１１.６％、保険料が上昇するというような状況でございます。 

 ここで、今年度、令和５年度予算にも計上しております財政調整基金を２千万円繰り

入れるという状況で、１人当たり７千５７２円の保険料の上昇を抑制するという状況と

しています。 

 １人当たりの保険料、つまり７千５７２円を抑制しますので、先ほどの１４万８千４

２１円から７千５７２円を引きまして、１４万８４９円が令和５年度の本算定の太子町

の保険料という形で予定しております。 

 保険料の上昇については、府の統一保険は１１.５％の上昇であったのを、５.９％に

抑えるということで予定しております。 

 次に、モデルケースでございます。モデルケースで、４０歳以上、夫婦子ども２人、

家族４人ということで、例えば、所得２００万円の場合ですが、令和５年度については、

どちらも所得２００万円で４人世帯ですので、政令軽減の２割がかかります。そのよう

な状況で、令和５年度については、４４万２３０円。 

 ちなみに、令和４年度が４０万５００円ということで、４年と５年の差については、

３万９千７３０円、年間ございます。月ベースで直すと、３千３１０円というような状

況になっております。 

 以上でございます。 

○西田委員 本当に上がっていて、上がっているけれども、太子町としては、２千万円基

金繰入れて、７千５７２円伸びを抑えているって、これを統一になったら、そのことが

できるんですか、もうできなくなるんですか。 
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○松岡保険医療課長 今、基金繰入金として２千万円計上していますけれども、統一にな

れば、基金の繰入れによる保険料の抑制に使うことはできなくなります。当然、抑制に

は使えないということで、もし仮に、統一保険料に、令和６年になった場合に、収納率

の低下が予測されます。その場合、収納不足に対しては基金を活用できるということで

すので、そのような保険料につきましては、抑制財源として使えませんが、収納不足に

対しては、基金を活用できるという認識でございます。 

○西田委員 それでいくと、次の年もいけるだろうし、その次の年ぐらいいけるのかな。

基金の残高にもよりますけれども、国保がどんどんどんどん上がっていくと、どうして

もやっぱり収納率は悪化すると思うんです。どこかで、もう基金で入れて何とか抑える

というか、府内統一のお金を用意しようと思っても、なくなったときは、結局、府内全

部、どこの自治体に行っても保険料は一緒ですよということになるというのが、収納率

の分を補えなければ、結局、保険料は市町村ごとに違うということになるんですか。 

○松岡保険医療課長 令和６年度統一後ということですけれども、収納不足に対して、先

ほど基金が使えるという答弁をさせていただきましたが、この先、基金がなくなりまし

たと。保険料収納不足で事業費納付金が賄えないというような状況になれば、統一保険

料はあるものの、それ以上の保険料率を設定しなければならないケースも発生するかも

しれません。 

 ただ、そういうふうなことにはならないように、保険料抑制のための財源は 大限、

大阪府もそうですし、国に対しても、保険料抑制のための財源を確保してほしいという

ような要望はしております。 

○西田委員 抑制のためだけではなくて、この間、何が悪いって、国が国庫負担を減らし

てきたことが悪いと思いますので、それが一面にあるかと思いますけれども、本当に国

に、もっともっとお金入れてくれって、国保はしんどい会計なんだからというところは

また、おっしゃっていただいていますけれども、強く言っていただきたいと思います。 

 それで、統一になったときに、資格証明書と短期保険証、今は太子町が発行している

んでしょうか。これがどうなるのか。差押えの関係もどうなるのか、今と変わらないの

か、統一されると違うようになるのか、教えていただけますか。 

○松岡保険医療課長 統一後、資格証明書、短期保険証がどうなるのかということなんで

すが、今の時点では、まだ分からないということなんです。当然、今、先ほど質問もあ

ったように、マイナンバーカードにもひもづけされますと。保険証の代わりのものがで
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きるというような話もちらほら出ていますが、そうなってしまうと、自動更新になると

いうふうに聞いています。そうなると、保険料未納になっている方との納付接触という

んですか、納付相談の機会がなくなっちゃうので、そのあたりがちょっと課題かなとい

うふうには考えています。 

 差押えについては、特に保険証を見てどうのこうのという状況ではないということで

ございます。差押えの状況については、未納になっている方で、更には納付の相談に応

じていただけない。なおかつ、納付の約束をさせていただいたけれども履行していただ

けないという状況で、再三、折衝させていただいた上で、差押えをするかしないかとい

う判断をしますので、保険証については、どうのこうのというのではございません。要

するに、未納になっている金額等々、あと、お名前等々で確認させていただいて、対応

をさせていただくというふうに進めているところです。 

○西田委員 課長が言ってくださったように、マイナンバーがばら色ではなくて、太子町

の場合、滞納された方に対する「払ってね」という案内というか、それを丁寧になさっ

ていると思うんです。国保だけではなくて、国保がしんどければ、ほかにもしんどいと

ころがあるんだろうということで、その丁寧な対応が、マイナンバーは、もう一回取っ

たら何年間持っておくだけの分で、そういう住民さんに直接会って、毎年毎年、納付書

というか、書類を送って、国保の状態も知らせて、何かあったらいつでも来てください

というような文言もあるではないですか。それが届かなくなるのではないかなと思うと、

ちょっとマイナンバーについては懸念をしております。 

 そういうのも考えてくださっているので、そうやってマイナンバーが今後どうなるか

分かりませんけれども、太子町としては、収納率が上がるためのひと手間が要るんだっ

たら、考えていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 それで、国保って、絶対もう上がることが目に見えているような話ではないですか。

そんな中で、国保料が下がる要因が１つでもあるとお考えでしょうか。 

○松岡保険医療課長 年々、国保料が上がっているということで、下がる要因はあるのか

という内容ですけれども、当初予算でも説明させていただきましたように、右肩上がり

で１人当たりの医療費が上がっていく状態。被保険者の減以上に１人当たりの医療費が

上がっていくという状況を踏まえると、保険料が下がる要因は、はっきり言って、ない

という状況かなというふうに認識しております。 

 ただ、それを何とかするには、やはり公費の拡大を、既に要望はしていますけれども、
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更に継続して要望していくことで、保険料の抑制につながるのではないかなというふう

な認識でございます。 

○西田委員 中々下がる要因はなかったけど、太子町でやっている範囲でしたら、予防に

力を入れて何とかしてと思うけど、大阪府全体で、大都市も入っている中で、太子町が、

小さな町が予防に力をどれだけ入れても、太子町の住民さん自体の健康は守られるかも

しれませんが、保険料としては、抑えるには中々しんどいかなと思うんです。でもやっ

ぱり、片一方で、住民さんの健康を守るということで、何回か口にされた方はあるかな

と思うんですけれども、予防に力を入れる１つに人間ドック、この補助に対しては一般

会計からも出していいのかな、これを充実するというのはお考えにありますか。 

○松岡保険医療課長 人間ドックの件ですけど、１３０人組んでいますけれども、今のと

ころ、まだ半額補助という状況にございます。 

 次年度からになりますが、１病院、受診できる病院が増えます。あと、例えば、補助

する金額は２分の１となっていますけれども、今のところできることといえば、住民の

方が希望する病院を少しずつ増やしていくというのが、１つできることかなというふう

には考えています。 

 それから、一般会計からという話なんですけど、一般会計からは入っておりません。

ですので、国民健康保険特別会計の、一部は、すみません、人間ドックについては、も

う皆様から頂いている保険料等々で賄っている状態というふうになっております。 

○西田委員 できることを何とかして、ちょっとでも保険料を安くしようと思ったら、こ

れは自治体で今のところ、これも変わるのかなと思うんだけど、でも、今のところは子

どもの均等割、拡充することは許されているんです。うちでいけば、入りで７９万１千

円。さっきの７０何人分と言われたかな。この分を、均等割を、子どもの医療費助成と

同じ年齢、１８歳ぐらいまで広げることなんかはできないのですか。そんな大した金額

ではないと思うので、そこまで広げたとしたら幾ら必要なのか、数字が出れば教えてい

ただきたいんですけど。 

○松岡保険医療課長 子どもの均等割を、今、未就学児としているものを、１８歳到達し

て初めの３月３１日まで拡大できないかというご質問ですが、今のところ、大阪府内で

は、そのような状況になっていません。 

 確かに、他の都道府県ではちらほらそのような形でやっておられるところもあるかと

思いますが、今、大阪府内で統一という形で進んでいる中で、確かに、要望として、子
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どもの均等割の額とか軽減率とか、そのあたりの拡充を求めるというようなことはやっ

ておりますが、実現には至っていないというような状況です。 

 仮に、１８歳まで広げるとということですけれども、７６人分と説明させていただき

ました。それを１８歳まで拡大すると。７歳から１８歳までの人数が２０１名でござい

ます。これを単純に予算額の７６人で割った上で２０１人分を掛け戻すと、約２１０万

円の費用がかかるというような状況です。 

○西田委員 大阪府はそれは考えていないということなんですけど、もし、大阪府がそれ

をやりましょうよと言ったら、子どもの医療費助成がペナルティがかかるみたいに、こ

んなことをしたら、やっぱり国からペナルティが入るんですか。 

○松岡保険医療課長 均等割のほうについては、今のところ、すみません、ペナルティが

かかるかどうかは分かりません。確かに、おっしゃったように、医療費助成に対しては、

まだペナルティがかかる状態になっていますが、保険料等々については、各都道府県、

市町村で差異がございますので、その中で対応しているということで、今のところ、す

みません、例えば、補助がカットされるとかそのようなことは、今の段階ではちょっと

分からないという状況です。 

○西田委員 統一された後も一部負担金減免制度は残るんですか。 

○松岡保険医療課長 一部負担金減免の制度は残ります。ただ、太子町に現在利用されて

いる人がおられない。どういうことなのかというと、やはり周知というんですか、理解

が進んでないのかなというふうに考えています。 

 それを鑑みますと、やはり、先ほど質問にもございましたように、ホームページ、も

しくは、何らかのチラシとか広報を活用しまして、周知していくべきであるのかなとい

うふうには考えています。 

○西田委員 理解が進んでいない、周知ができていないから、担当としては、一部負担金

減免が受けられるなと思う国保の方がいらっしゃるとはお考えなんですか。 

○松岡保険医療課長 一部負担金減免が受けられる方、ちなみに、例えば、考えられるの

は、保険料の減免をされる方については、例えば、病院でも支払いが中々困難であると

いう方なのかなというふうには思いますので、特に保険料の減免申請があった際には、

そういう制度もありますよというような周知はしたほうがいいというふうには考えてい

ます。 

○西田委員 ありがとうございます。ちょっと本当に、分からないことも多いですし、も
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し国が決めている以上のことが大阪府ができるのであれば、先ほどの子どもの均等割な

んかがペナルティがかからずにできるとかいうのであれば、もう少し盛り込んでもらい

たいんだけれども、そういう意味では、もう来年に国保を統一するというのは中々しん

どいと思うんです。自治体によっては、当初の橋下知事時代に、自治体からお願いして

おいて今さらというような話もありましたけれども、そこからもう年月もたっています

し、自治体の首長の中では、ちょっとしんどいのと違うのかなというような声も出てい

るかと思うんですが、１、２年、もう少し遅らせてもらわれへんかみたいなことにはな

らないんですか。そういう話は、だんだん増えているとか、今どういう状況でしょうか。 

○松岡保険医療課長 今、質問いただいたように、平成２２年から府内のどこに住んでい

ましても、同じ所得、同じ世帯であれば、同じ保険料となるよう、市町村が主となって

大阪府も入った上で協議を進めてきて、今現在に至るということになっています。 

 今後ますます少子化が進展するということになれば、そのときの試算で、令和２２年

度には、府内の市町村の保険料の格差が３倍に広がるという試算がありました。そのよ

うな状況の中から、統一したほうがいいのではという結論に至った上で、平成３０年度

からスタートしたわけですけれども、いきなり保険料が急激に上がるところもあります

ので、経過措置を設けて、令和６年度から統一するということとしています。 

 ですので、統一の延期とか廃止については、ちょっと今のところ、現段階では困難で

あるという認識になっています。 

 ただ、国費の追加投入などについては、当然、保険料抑制につながるので、引き続き、

今も要望しておりますけれども、拡大の要望について継続をするということで。 

 あと、府内の市町村の中でちらほらとそういう話が出てないのかというようなところ

ですが、確かに平成２２年からもう大分年月がたったので、その間に首長等々も代わっ

ています。その中で、町村は特に何もなかったみたいですけれども、市長会等々で、１

つや２つ程度は、ちょっと考えたほうがいいのではないかというような意見があったと

いうようなことは情報として聞いております。 

○西田委員 ほかに、当初が、もう府内、「あそこの国保料のほうが安いじゃないか」と

か言われて、担当課の方が困ったりもしていた中で、同じ保険料にしてほしいと言って

いるのが、でも、当初はそうだったとしても、収納率が悪くなって、今持っている基金

がなくなって、では、それは何で補うんだというたら、保険料でといったら、結局どこ

かで同じ保険料にならないようになるのではないかと思うと、 初お願いしていた趣旨



－６３－ 

ともずれてくるかと思いますので、その点、だから、統一がばら色ではないなと思いま

すし、先ほどから何度もおっしゃっていますし、皆同じ思いだと思うんですが、何より

国がお金を入れてくれるのが一番だとは思っていますので、住民の皆さんが、高過ぎる

国民健康保険料が払えなくて、お医者さんにかかれなくて健康を損なうことがないよう

に、その点は重々見ていただいて、国や府に対しても、「これだけ払われへんで」と言

う声はしっかり届けていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算について、反対の

立場で討論を行います。 

 市町村が運営する国民健康保険は、国民の４人に１人が加入する保険で、国民皆保険

制度を担う重要な役割になっています。国保は加入者の約８割が非正規労働者や高齢者

などの無職で、高齢化などで医療費が増える一方、加入者に低所得者が多いなどの構造

的な問題があり、国保料が年収の１割に上るなど、加入者の負担は限界に達しています。

また、平均保険料は、４人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの健康保険料の２倍に

なっています。 

 全国知事会、全国市長会などは、加入者の所得が低い国保がほかの医療保険よりも保

険料が高く、負担が限界になっていることを国保の構造問題だとし、これを解決するた

めに、公費投入、国庫負担を増やし、国保料を引き下げることを国に強く要望し続けて

います。 

 ところが、自民党政権は、２０１８年度から、それまで市町村ごとに分かれていた国

保の財政を都道府県に集約する国保の都道府県化を行いました。この制度改変の 大の

狙いは、市町村が一般会計から国保会計に繰入れを行っている自治体独自の保険料軽減

をやめさせ、その分を住民の負担増に転嫁させることです。そのため、標準保険料率、

保険者努力支援制度など、自治体独自の公費繰入れをやりにくくする様々な仕組みが導

入されました。 

 更に、政府は、保険料の統一化の名で公費繰入れをやめさせる圧力を自治体にかけ、
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都道府県が定める国保運営方針の目的に繰入れ解消を書き込ませる法律改悪まで強行し

ています。 

 特に、大阪府では、２０２４年度に統一国保にするという目的のために、２０１８年

度以降、国民健康保険料は上がり続けており、中央社会保障推進協議会が実施した全国

大都市国保料調査によると、大阪府統一国保料は全国一高い金額となっています。国民

健康保険法は、法の第１条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と明記されている社

会保障制度です。 

 国保が都道府県化されても、地方自治体の本旨、自治体の条例制定権を定めた憲法の

下、自治体が独自の公費繰入れを続けることは可能です。 

 コロナ禍と物価高で一番影響を受けている人たちが加入する国民健康保険は、困難な

人たちが加入する医療保険のセーフティネットです。値上げが必至の大阪府内統一国保

料の来年度実施は中止を求め、高過ぎる国民健康保険料の引下げを求め、反対の討論と

いたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○森田委員 議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算について、賛成の

立場で意見を述べます。 

 国民健康保険の現状は、団塊の世代の後期高齢者医療への移行に伴い、被保険者が大

幅に減少する中、高齢化に伴う１人当たりの医療費の増加などにより、引き続き厳しい

財政運営が続いています。 

 このような中、令和５年度予算では、令和６年度の統一保険料率を見据えながらも、

財政調整基金からの繰入金を計上し、保険料の急激な上昇を抑制する措置はなされてお

ります。 

 また、子育て世代の負担軽減を目的とする出産育児一時金の大幅な増額にも適切に対

応しているほか、被保険者の健康増進に努めるため、夏季及び冬季集団健康診査を計画

的に実施し、被保険者の受診環境の充実にも取り組んでおり、評価できるものと考えま

す。 

 このように、令和５年度予算は、被保険者の負担軽減に取り組むとともに、健康の維

持・増進にも配慮した予算であると考えます。 



－６５－ 

 今後とも、被保険者の立場に沿った制度運営と健全な財政運営に努められますよう要

望して、本予算の賛成討論といたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第７号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○ 本（博）委員長 起立６名、反対２名。よって、賛成多数でございます。 

 議案第７号、令和５年度太子町国民健康保険特別会計予算は、原案どおり可決するこ

とに決しました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開予定は１１時、放送にてお知らせいたします。 

午前１０時４７分 休 憩 

                                       

午前１１時００分 再 開 

○ 本（博）委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、議案第１０号、令和５年度太子町介護保険特別会計予算。これを議題といたし

ます。 

 本件について説明を求めます。 

○武部福祉介護課長 おはようございます。 

 それでは、議案第１０号、令和５年度太子町介護保険特別会計予算について、附属説

明資料並びに予算書によりご説明申し上げます。 

 それでは、令和５年度太子町介護保険特別会計予算（案）について、附属説明資料に

て、簡単にご説明のほうさせていただきます。 

 それでは、附属説明資料の１頁をお開き願います。 

 令和５年度当初予算の概要です。 

 令和５年度の介護保険特別会計は、第８期事業計画及び実績に基づいて予算編成とし、

予算規模は、保険給付費の微増や介護予防給付費の増により、前年度比１.３％の増と

なっております。 

 また、地域支援事業については、介護予防・生活支援サービス事業をはじめ、一般介
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護予防事業など、引き続き、本町オリジナルの地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた更なる取組を進めていくことといたします。 

 表中、当初予算総額の一番下をご覧ください。第８期、令和５年度の当初予算の総額

は１３億７千８３４万５千円。前年度に比べ１.３％の増。その右、歳出の大半を占め

る保険給付費で１２億８千１８１万２千円。前年度比で０.６％の増。その右、地域支

援事業費は５千８６７万１千円で、前年度比５.３％の増としています。その下、当初

予算の推移です。当初予算総額、保険給付費、地域支援事業費を棒グラフで示していま

す。 

 ２頁をお願いいたします。１、予算の状況です。歳入につきましては、大幅な増減は

ございませんが、歳入の一番上、保険料につきましては、昨年１０月末現在の第１号被

保険者の人数が減少傾向にあることから、保険料も若干減少しています。上から３段目、

国庫支出金。前年度比較１.９％の増、これは、保険者機能強化推進交付金及び介護保

険保険者努力支援交付金、それぞれ令和５年度で１４３万３千円、２０９万６千円を計

上しているためで、令和４年度当初予算では、一般会計にて予算計上しておりました。

その後、令和４年９月議会において、特別会計補正予算にて計上させていただいており

ます。次に、下から３番目、繰入金で、前年度比３.９％の増。これは主に歳出の総務

費中、認定調査等事業において、ケアマネジャー新規要望等を行っていることから、そ

の他一般会計繰入金が増額し、全体の繰入金が増額しています。 

 歳出につきましても大幅な増減はございませんが、一番上、総務費の前年度比１０.

７％の増は、先ほど歳入でご説明いたしました、認定調査等事業において、ケアマネジ

ャー新規要望等を行っていることによるものです。 

 次の上から３段目、地域支援事業においては、主に介護予防・生活支援サービス事業

費中、通所介護相当サービス事業において、昨年１２月議会でも増額補正を行っている

ことから、実績に基づき予算計上をしております。 

 次に、一番下、諸支出金では、前年度比較６４.６％の増で、一般会計から繰り出し

として、先ほど歳入でご説明いたしました、国庫支出金の保険者機能強化推進交付金及

び介護保険保険者努力支援交付金の予算計上によるものです。 

 次に、中ほどの２、本町における高齢者の状況等です。①高齢者数。６５歳以上の人

口は、令和５年度で３千９２７人と前年度と同数を見込んでいます。その右の表は、第

８期計画での計画値を記載しております。 
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 その下、②認定者数の推移は、令和５年度で６８４人。前年度に比べ１人の増と見込

んでおります。その下、③施設・居住系サービス。利用者数の令和４年度の実績は、計

画値に比べ、介護老人福祉施設が１人多く、介護老人保健施設が１３人少なく、地域密

着型介護老人福祉施設入居生活介護が９人少なく、認知症対応型共同生活介護が４人多

い状況となっています。 

 ３頁です。３、保険給付費です。令和５年度の保険給付費は、第８期事業計画の介護

保険サービス見込み量に基づき算出しており、全体として、前年度比７３０万２千円の

増としています。①保険給付費に係る財源構成については、下のグラフのとおり、施設

給付分とその他給付分で、国・府の負担割合は異なっておりますが、全体の２分の１を

国・府・町の公費で賄い、残りを保険料で賄っております。 

 ４頁をお願いいたします。②保険給付費の内訳については、第８期事業計画及び実績

等を踏まえ、全体として０.６％の増としています。その下にあります保険給付費の構

成比を円グラフで示しています。居宅サービス費が４７.４％、施設サービス費が２５.

６％、地域密着型サービス費が１４.４％と、合わせて、全体の８７％を占めておりま

す。 

 ５頁でございます。４、地域支援事業費です。地域共生社会の実現に向けた具体的な

取組で、①高齢者の社会参加、介護予防に向けた取組、②在宅生活を支える医療と介護

の連携、③認知症の方への支援の仕組み、これらを一体的に推進しながら、高齢者を地

域で支えていく体制を構築することといたします。 

 なお、令和５年度は、介護予防・生活支援サービス事業による多様なサービスの創出

をはじめ、一般介護予防など、今後も引き続き、本町オリジナルの地域包括ケアシステ

ムの深化・推進に向けた更なる取組を、関係機関と連携しながら展開していきます。 

 ①の地域支援事業費に係る財源構成ですが、法律・政令に定められた負担割合に基づ

き、国・府・町の公費と保険料で賄っております。 

 下のグラフは介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業・任意事業のそれぞ

れの財源充当額と負担割合を示しています。 

 ６頁です。②地域支援事業費の内訳ですが、全体で５.３％の増となっております。

主な要因は、先ほどご説明いたしましたとおり、主に介護予防・生活支援サービス事業

費中、通所介護相当サービス事業において、昨年１２月議会でも増額補正を行っている

ことから、実績に基づき予算計上していることが主な要因でございます。 
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 介護予防・生活支援サービス事業については、プラスワンサービス、寿喜菜の会、桜

草クラブにて実施していただいております住民主体の生活援助や移動に係るサービスを、

更に充実させていくことといたします。 

 一般介護予防。一般介護予防事業については、現在１０か所ある交流サロンの増設と

充実、また、ぐんぐんトレーニング活動支援を含む住民主体の通いの場等への支援強化

など、地域リハビリテーション活動支援事業の取組を進めていきたいと考えております。 

 また、包括的支援事業においては、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事

業、地域ケア会議推進事業については、引き続き、第８期事業計画において積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 それでは、予算書をお願いいたします。 

 ２３１頁でございます。第１条、第１項でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ１３億７千８３４万５千円とするものでございます。 

 次に、飛びますが、２４２、２４３頁をお開き願います。歳出からご説明申し上げま

す。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、４６６万６千円。前年度に比べ５万

１千円の増。事業別区分の１、一般管理事業８９万７千円は、職員旅費や郵便料などを

計上しております。次の２、電算管理事業３７６万９千円は、介護保険事業に係る自治

体クラウドの利用料などを計上しております。 

 次の２項徴収費、１目賦課徴収費１０６万６千円。前年度に比べ４万８千円の増。事

業別区分の１、賦課徴収事業は、介護保険料の賦課徴収に係る経費を計上しております。 

 次の３項認定審査会費、１目認定調査費１千７９５万２千円。前年度に比べ１６０万

８千円の増。増の主な要因は、事業別区分の１、認定調査事業における会計年度任用職

員１名増員し、２名配置するための人件費の増額分でございます。 

 次の２４４、２４５頁をお開き願います。 

 ４項計画推進費、１目計画推進費３２０万円。前年度に比べ８８万５千円の増。増の

主な要因は、次期計画である第９期事業計画策定委託料２８６万円を計上したことによ

るものでございます。事業別区分の１、計画策定事業は、介護保険事業計画等推進委員

会の運営に係る経費及び先ほどご説明いたしました事業計画策定業務委託料を計上して

おります。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス等諸費１２億８千８６
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万６千円。前年度に比べ７３０万２千円の増。 

 事業別区分の１、介護サービス等給付事業１１億７千４９０万７千円は、要介護１か

ら５の方が対象となる給付費で、居宅介護サービス給付費５億９千万円は、訪問介護、

通所介護、短期入所生活介護などの利用に係る給付費です。居宅介護サービス計画給付

費６千３８０万５千円は、ケアプラン作成に係る給付費でございます。居宅介護住宅改

修費６００万円は、手すりの取付けや段差解消などに係る給付費です。居宅介護福祉用

具購入費２５０万３千円は、ポータブルトイレや入浴用いすなどの購入に係る給付費で

す。施設介護サービス給付費３億２千８１８万３千円は、特別養護老人ホームや介護老

人保健施設などの利用に係る給付費です。地域密着型介護サービス給付費１億８千４４

１万６千円は、地域密着型特別養護老人ホームや地域密着型通所介護などの利用に係る

給付費です。 

 事業別区分の２、介護予防サービス等給付事業２千５６７万４千円は、要支援１、２

の方が対象となる給付費で、介護予防サービス給付費で１千８７０万６千円。介護予防

サービス計画給付費で３６２万２千円。介護予防住宅改修費で２９８万円。介護予防福

祉用具購入費で３５万１千円。地域密着型介護予防サービス給付費で１万５千円をそれ

ぞれ計上しており、各サービスの内容につきましては、介護サービス給付と同様でござ

います。 

 次の３、高額介護サービス等事業２千９４９万２千円は、同じ月に利用した介護サー

ビスの自己負担が高額になった場合、所得区分に応じ、上限額を超えた分を支給するも

ので、利用者負担の軽減を図るものでございます。 

 次の２４６、２４７頁でございます。 

 次の事業別区分４、高額医療合算介護サービス等事業６１３万３千円は、介護保険と

医療保険の両制度における自己負担額の上限を超えた部分を支給するものでございます。 

 次の５、特定入所者介護サービス等事業４千４６６万円は、低所得の方の介護保険施

設利用時の食費や居住費に係る費用が上限を超えた部分について、介護保険から給付を

行うものでございます。 

 次の２目審査支払手数料９４万６千円。前年度と同額です。事業別区分の１、審査支

払事業は、国民健康保険連合会への審査支払手数料です。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活

支援サービス事業費２千８２３万７千円。前年度に比べ１９４万４千円の増。増の主な



－７０－ 

要因は、各サービスの実績に基づく精査によるものです。本事業の対象は要支援１、２

を含む介護予防・生活支援サービス事業対象者です。事業別区分の１、訪問介護相当サ

ービス事業５０６万８千円は、事業所が実施する介護サービスに相当する訪問介護です。 

 次の２、訪問型サービスＢ事業（住民主体による支援）２９万４千円は、住民主体の

生活援助等のサービスを実施する団体の補助金でございます。 

 次の２４８、２４９頁でございます。 

 ３、訪問型サービスＣ事業（短期集中予防サービス）１１７万６千円は、事業対象者

に対し、保健・医療の専門職が期間を設定し、集中的に訪問型サービスを提供するもの

でございます。 

 次の４、訪問型サービスＤ事業（移送前後の生活支援）１１３万５千円は、住民主体

の移動に係るサービスを実施する団体への補助金でございます。 

 次の５、通所介護相当サービス事業１千６２０万円は、事業所が実施する介護サービ

スに相当する通所介護でございます。 

 次の６、通所型サービスＣ事業（短期集中予防サービス）１７６万９千円は、作業療

法士などの専門職による短期集中予防として、保健センターで実施しております生き生

きトレーニングに係る経費を計上しています。なお、本事業の参加の送迎につきまして

は、プラスワンサービスが実施する訪問型サービスＤ事業を活用しております。 

 ７、介護予防ケアマネジメント事業２５９万５千円は、介護予防・生活支援サービス

対象者のケアプラン作成に係る経費でございます。 

 ２５０、２５１頁でございます。 

 ２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費５６０万４千円。前年度に比べ２

万円の増。一般介護予防事業費は、第１号被保険者の全ての人とその支援のための活動

に関わる人を対象としております。事業別区分の１、介護予防把握事業１３７万９千円

は、看護師によるふれんど訪問に係る経費で、介護予防が必要な方を早期に把握し、必

要な相談指導を行います。 

 次の２、介護予防普及啓発事業８９万２千円は、介護予防を目的とし、福祉センター

１階で実施しておりますお達者トレーニングや町内事業所の持ち回りで実施しておりま

す介護予防教室などに係る経費を計上しております。 

 次の３、地域リハビリテーション活動支援事業３３３万３千円は、運動指導士が介護

予防パートナーを養成するとともに、元気ぐんぐんトレーニングや高齢者交流サロンな
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どの地域活動拠点に出向き、技術的な支援を行うための委託料でございます。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、１目任意事業費９７９万２千円。前年度に比べ３

９万６千円の増。事業別区分の１、介護給付等費用適正化事業３７６万６千円は、利用

者に適切なサービスを提供できるよう、また、介護給付費の適正化を図り、持続可能な

介護保険制度の構築を図るため、会計年度任用職員の報酬やケアプラン、給付のチェッ

クに要する経費を計上していることによるものです。なお、ケアプラン点検委託は、地

域のケアマネジャーの資質向上につなげるものとしております。 

 ２５２、２５３頁でございます。 

 事業別区分の２、家族介護支援事業３１８万７千円は、要介護３以上の高齢者に対す

る紙おむつなどの介護用品の給付費などを計上しております。 

 次の３、介護相談員等派遣事業９１万７千円は、町が委託し、府開催の研修などを受

講した介護相談員が、介護事業所や介護施設の現場で介護サービス利用者の相談に応じ、

疑問や不満、不安を解消するとともに、事業所等へ利用者の思いを伝え、サービス向上

につなげるなど、現在８名の方に活動いただいております。 

 ４、成年後見制度利用支援事業６０万８千円は、親族等による申立てが期待できなく、

町が申立てをする必要がある際の申請に係る経費と、審判を受けた方が生活保護受給者

等に該当した場合の成年後見費用助成金です。 

 次の５、見守り訪問事業１２６万７千円は、独り暮らしの高齢者などを対象とした週

５回の配食による食の自立支援事業としての見守りや、乳酸飲料の配布による愛の一声

見守り訪問、また、緊急通報装置の受信、相談業務委託に係る経費を計上しております。

なお、配食見守り事業につきましては、社会福祉協議会に委託しております。 

 次の６、住宅改修支援事業２万円は、居宅サービス計画を立てていない要介護・要支

援認定者の住宅改修の際に、居宅介護支援専門員が理由書を作成した場合の１件２千円

の費用補助でございます。 

 ７、認知症サポーター等養成事業２万７千円は、認知症サポーターを養成する認知症

キャラバンメイトの活動の経費でございます。 

 ２５４、２５５頁でございます。 

 ２目在宅医療・介護連携推進事業費３００万７千円。前年度に比べ１３万１千円の増。

事業別区分の１、在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態

の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の 後まで続けることができる
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よう、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進するもの

で、会計年度任用職員１名の人件費や、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村の４市

町村と医師会、歯科医師会、薬剤師の会の三師会による在宅医療・介護ネットワーク推

進事業に要する経費などを計上しております。 

 ３目認知症総合支援事業費１千１３２万５千円。前年度に比べ４１万３千円の増。事

業別区分の２、認知症地域支援・ケア向上事業４２４万５千円は、認知症の人に優しい

地域づくりを推進するための認知症に関する相談業務や、地域のネットワークづくりを

行う認知症地域支援推進員１名の人件費や活動経費などを計上しております。 

 ２５６、２５７頁でございます。 

 事業別区分３、認知症初期集中支援推進事業９万円は、認知症初期集中支援チームの

チーム員となる認知症サポート医の訪問に係る報償費と、保健師、看護師、社会福祉士

などの訪問担当者の研修費用などを計上しております。 

 次の４目地域ケア会議推進事業費６２万６千円。事業別区分の１、地域ケア推進事業

は、より良い地域包括ケアの実現のため、個別課題を的確に把握し、解決していく手段

を導き出すための会議で、助言者である薬剤師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、

管理栄養士の専門職の謝礼などを計上しております。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料７万８千円。事業別区分の１、審査支払事業は、

総合事業に係る国民健康保険連合会への審査支払手数料でございます。 

 ２５８、２５９頁でございます。 

 ２目その他諸費２千円。事業別区分の１、高額介護予防サービス費相当事業は、総合

事業に係るもので、介護サービス給付と同様に、世帯としての自己負担が高額になった

場合の利用者負担の軽減を図るものと、介護保険と医療保険の両制度における自己負担

額の上限額を超えた部分を支給するものでございます。 

 次の４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金１３万円。事

業別区分の１、介護給付費準備基金積立事業は、介護給付費準備基金の利子を積み立て

るものでございます。 

 次の５款公債費、１項公債費、１目利子１３万円。事業別区分の１、利子事業は、年

度内の資金運用による一時借入金に対する利子でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金５０万円と、

次の２目第１号被保険者還付加算金５万円は、転出や死亡時等、第１号被保険者への還
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付金と加算金でございます。 

 ２６０、２６１頁でございます。 

 ３目償還金１千円は、国・府支出金等返還金に対しての枠取りでございます。 

 ２目繰出金、１目一般会計繰出金１千１６万７千円。事業別区分１、一般会計繰出金

事業は、主に保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の特別会計へ

の組替えよるものでございます。 

 次に、歳入でございます。 

 ２３６、２３７頁でございます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料２億９千７６１万５千円。

前年度に比べ１７８万２千円の減。第８期介護保険事業計画に基づく保険料でございま

す。 

 ２目使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料１千円は、納付証明書交付手数

料を計上しております。 

 次の２目督促手数料は２万円を計上しております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金２億３千７７１万９千円。

前年度に比べ１０４万５千円の増。国の負担金で、施設給付分は保険給付費の１５％、

その他給付分は２０％の法定割合で見込んでおります。 

 次の２項国庫補助金、１目調整交付金３千５８９万円。前年度に比べ２０万４千円の

増。給付費の２.８％で見込んでおります。 

 次の２目地域支援事業交付金１千７２６万４千円。前年度に比べ８１万７千円の増。 

 次の３目保険者機能強化推進交付金１４３万３千円の皆増。増の要因につきましては、

昨年９月議会におきまして、内示に伴う増額補正を計上していただいておる状況でござ

います。ちなみに、保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援・重度化防止等に

関する取組を支援する交付金でございます。 

 次の４目介護保険保険者努力支援交付金２０９万６千円の皆増。増の要因につきまし

ては、先ほどの保険者機能強化推進交付金と同様で、昨年９月議会におきまして、内示

に伴う増額補正を計上させていただいております。ちなみに、介護保険保険者努力支援

交付金は、介護予防・健康づくりなどに資する取組を支援する交付金で、令和４年度も

同額程度を見込んでおります。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金３億４千６０８万
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９千円。前年度に比べ１９７万２千円の増。第２号被保険者４０歳から６４歳の介護保

険料の社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。いずれも給付費に伴う負

担割合で計上しております。 

 次の２目地域支援事業支援交付金１千１５７万５千円。前年度に比べ４７万１千円の

増。地域支援事業に対する支払基金からの交付金でございます。 

 ２３８、２３９頁でございます。 

 ５款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金１億７千８８６万８千円。前年

度に比べ１３２万８千円の増。施設給付分１７.５％、その他給付分１２.５％で見込ん

でおります。 

 次の２項府補助金、１目地域支援事業交付金９００万５千円。前年度に比べ４３万２

千円の増。地域支援事業に対する大阪府からの交付金でございます。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１３万円は、介護給付費準備

基金の積立金利子でございます。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金１億６千２２万６千円は、

前年度に比べ９１万３千円の増。給付費に対する法定割合による町負担分でございます。 

 次の２目地域支援事業繰入金９００万５千円。前年度に比べ４３万２千円の増。地域

支援事業に対する町負担分でございます。 

 次の３目その他一般会計繰入金２千７０３万９千円。前年度と比べ２６７万３千円の

増。事務費等に係る一般会計からの繰入金です。 

 ４目低所得者保険料軽減繰入金２千１９０万９千円。前年度に比べ７１万１千円の増。

被保険者保険料のうち、第１段階から第３段階の方の負担に対する国の軽減制度に伴う

繰入金です。なお、この繰入金に対する一般会計の繰出金の財源内訳は、国２分の１、

府４分の１、町４分の１となっています。 

 次の２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金２千２４５万４千円。前年度に

比べ４３６万５千円の増。予算上、保険料の不足分を介護給付費準備基金から繰り入れ

るものでございます。 

 ２４０、２４１頁でございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、また、９款諸収入、１項延滞金加算金及び過

料の１目第１号被保険者延滞金、２目第１号被保険者加算金、３目過料、また、次の２

項雑入、１目第三者行為納付金、２目返還金、３目雑入につきましては、いずれも１千
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円の枠取りでございます。 

 一番下、預金利子につきましては、給付費などの支払いや保険料の収納に使用してい

る口座のお金については利子がつかないため、発生することのない項目ということで廃

項といたしました。 

 以上でご説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

○ 本（博）委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田副委員長 すみません。それでは、附属説明資料の２頁をお開きいただきたいと思

います。ここの２番の本町における高齢者の状況について、ちょっと質問をさせていた

だきたいと思います。 

 推移を見ますと、ここ３年間、高齢者数にしても認定者数にしても、本当に横ばいの

数字が来ているのに対して、３年前に計画立てられたときには、こんな形ではなくて、

順調に伸びていこうという多分予測の下で計画値を立てられたということで、そんな見

方でよろしいでしょうか。 

○武部福祉介護課長 第８期計画時につきましては、当時の伸び率に基づきまして、人数

等を出させていただいている状況でございます。ここ数年、中々ちょっと計画値より近

づいていないというふうな形で、中には死亡であったりとか転出等による減が主な要因

であるのかなというふうにも考えております。 

 認定者につきましても、実際に、今回コロナの特別措置ということで、認定調査につ

きましても、１２か月延長といった制度もございます。コロナの影響でやはり対面での

面談が拒否されるといったケースもあることから、認定者数等々もあまり伸びていない

のかなというふうに考えております。 

○斧田副委員長 ありがとうございます。中々、計画というか、予測を立てるというのは

難しいかと思うんですけれども。 

 それでは、続いて、その下の施設居住系サービス利用者の状況についての質問なんで

すけれども、この中で、老健施設であったりとか、地域密着が計画よりもかなり数値が

少ないというのは、どういう理由があるんでしょうか。 

○武部福祉介護課長 昨年度におきまして、コロナのクラスターが発生したという事実が
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ございます。そういったことによりまして、受入れができないという苦渋の判断をされ

た施設もございます。そのようなことから、ここ３年、去年ぐらいからですかね、中々

ちょっと入居数も伸びていないのかなというふうには考えております。 

○斧田副委員長 ありがとうございます。中々今の時代背景をいかしたような形の中で、

施設のほうとしても、人数が集まらなかったら経営的にもしんどい状況があるのかなと

思います。 

 それでは、続いて、６頁を開いていただけたらと思います。 

 中段から下の地域支援事業の概要図なんですけれども、これについて、もう一度、申

し訳ないんですけれども、どういうふうな効果を狙ってこれをやられているかというふ

うな観点で説明のほうしていただけたらと思います。 

○武部福祉介護課長 ２０１５年に法改正がございまして、新しく総合事業に移行したと

いう中で、実際に総合事業の中でも、特に地域支援事業でございますが、かなりサービ

スが細分化されているというふうなことでございます。 

 その中で、その利用者のニーズに応じて、どういうふうなサービスがこの方には合っ

ているのかといったことも考えながら、この地域支援事業ということを実施しておりま

す。中には、例えば、移動支援のサービスであったりとか、生活支援等もその１つでは

ないのかなというふうに考えております。 

 今回、この総合事業に移行してから、先ほども言いましたように、利用者のニーズに

合ったサービスがここ数年、できているのかなというふうには考えております。ですの

で、この地域支援事業につきましては、今後も引き続き、継続しながら、また、拡充し

ながら、サービスを実施していけたらなというふうには考えております。 

○斧田副委員長 ありがとうございました。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 附属説明資料が開いているので、１頁が当初予算の推移で来ていて、第７期、

今、第８期に入っているんですが、やっぱり令和４年度、減というのが大きいかなと思

うんですが、先ほどコロナの影響が大きかったような話もありましたけれども、この計

画どおりにいかなかった、本当大きなことはコロナですか。片一方で、健康な住民さん

が増えて、介護のお世話にならなくていいということが背景にあるんだったら、それは

やっぱり伸びは悪くなると思うんですけれども、サービス量が減ったとか、介護サービ

スを受ける人が減ったとか、先ほどもありましたけど、計画より少なかったという要因
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は、もうほぼコロナなんですかね。 

○武部福祉介護課長 第８期期間中におきまして、やはり新型コロナウイルス感染症の影

響により、外出自粛が余儀なくされている中で、先ほどもご質問のありましたこの地域

支援事業における介護予防各種事業につきましては、計画値に比べますと、やはり減少

しておる状況でございます。 

 また、その各種サービス利用に伴う保険給付費も、実績ベースで令和２年度、令和３

年度と中々伸びていない状況でもございます。やはりコロナ感染を避けるため、各種サ

ービスを拒むといった現状でもありました。 

 それと、施設入所でございますが、昨年の介護施設のクラスターの発生により、一時

的に新規の入所希望者の受入れが困難になったりと、入所希望者の方、または、ご家族

にはご迷惑をおかけしているといった事実もございます。 

 そのような方々に対しましては、例えば、配食サービスであったりとか、ふれんど訪

問として定期的に看護師が出向いて体調確認等を行うといったことも、実際行っており

ます。 

 しかしながら、令和５年度予算では、令和４年度の実績に基づき予算計上しておりま

す。各種サービス給付費も、徐々にではありますが、新型コロナウイルス感染前の状況

に、徐々にですけれども戻ってきているのかなというふうには考えております。 

○西田委員 コロナの中で外出を自粛して、本当だったら介護保険を受けたいなと思って

いる人も、事業所が閉まっていて受けられないとかそういうのもあった中で、今度、令

和４年は下がったではないですか。先ほどの国保でいけば、コロナが収まって、受診控

えが収まったら、ぐっと伸びるみたいなことを心配していましたけど、介護保険は、逆

に、この令和５年度、ぐっと思っていた計画よりも伸びるというふうに思っていますか。

それとも、やっぱり思っていた計画に戻るぐらいの範囲だと思っていますか。 

○武部福祉介護課長 コロナの状況が、今後ちょっとどういうふうに動いていくのかとい

うところもあると思いますが、今の現状、徐々にコロナも収まりつつあるのかなという

ふうな状況でもあると思います。ですので、徐々にコロナ前に戻っていくのかなという

ふうには考えております。 

○西田委員 そんな中で、だから、結局利用する人が少ないということは、保険料がそれ

だけ使われなかったということになると思うんですけど、改めて令和３年度の議事録を

見ましたら、もうしつこく言いましたけど、基金が１億１千８００万円、このときそう
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言われた、基金残高があるのに５千万円しか使わないということで、何で使わなかった

と言っていたこの基金ですけれども、これは、今どれぐらいあるんですか。 

○武部福祉介護課長 令和４年度末の準備基金の残高でございますが、約１億４千万円と

見込んでおります。 

 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響などによりまして、前年度比０.６％の微増

と見込んでおります保険給付費も、中々ぐんと伸びていっていないという状況も考慮し

ながら、今後、計画的に基金の取崩しを行う予定としております。 

 以上でございます。 

○西田委員 本当に大変なのよ。国保も上がり続けていて、介護保険は３年間は動きは見

えませんけれども、その代わり 初に決めた金額が３年間ずっと続くということで、で

きるだけ保険料は抑えてほしいというところでは、この基金をどう使うかというのが太

子町に求められていると思うんです。私は一般会計も入れてでも安くする努力はしてほ

しいんですが、中々全国的にそうならない中、何ができるかというと、やっぱりこの基

金の活用だと思うんです。 

 国保なんかでいけば、２千万円入れて少しでも抑えるというのをやっていたんですが、

介護保険は、３年間、もらったお金は出した人に返す。国は返してもらいますし、市町

村は返してもらうのに、返してもらえないのは被保険者だけという、何となく払ったほ

うが損だなみたいな制度になっているのは、これは返してもらって初めて、国も住民さ

んも市町村も全て余分の分は返るという状況になると思うんです。 

 ですから、保険料をいかに第９期に向けて下げていくかということが、これからのこ

の１年、問われていくと思うんですが、今、国の動きで分かっていること、第９期に向

けて分かっていることがありましたら、ちょっと教えていただけますか。 

○武部福祉介護課長 第９期の事業計画に向けてということなんですが、令和６年度から

新たに第９期事業計画が始まります。令和６年の介護保険の制度改正に向けまして、現

在、引き続き、国において審議がなされておると思いますが、特に国・府から情報は入

ってきてはおりません。ただ、注目すべきところとしまして、介護保険の自己負担が原

則２割といった内容の議論がなされているということです。 

 ちなみになんですけれども、現状１割負担の利用者が、原則２割負担となった際、本

町につきましては、約９割の方の利用者に影響が出るというふうに考えております。そ

のほか、ケアプランの作成の有料化といったこともございます。 
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 また、軽度の要介護者、要支援１、２の方々が総合事業へ移行をされるといったこと

につきましても、今のところちょっと情報は入ってきてはおりませんけれども、実際に

総合事業へと移行した場合、現在の要支援者につきましては、民間の支援を受けること

が予想されるのかなというふうには考えております。 

 まずは、その受皿となる自治体独自の総合的なケア体制が整っているのか否かが問題

になってくるのかなというふうには考えております。 

 第９期事業計画を策定するに当たりまして、先ほど述べましたように、このような情

報を注視しながら、また、介護サービスの基盤を整備するとともに、本町の事情に応じ

て介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な取組内容、それと目

標を、優先順位を検討した上で、第９期の計画を策定していきたいというふうには考え

ております。 

 以上です。 

○西田委員 介護保険料をちょっとでも下げようと思ったら、締め出して保険に乗らない

ようにするというのが一番だと思うんですけれども、そういうことをした後、残るのは、

更に重度化するのではないかということが懸念されていますし、今、勝手にそんなふう

にやられて、また、ほとんど分かってない状況で計画を立てろと言われる自治体も大変

だと思いますし、本当に保険料を引き下げてくれと、介護保険サービスを使わせてくれ、

これ相反するような制度になっているから、中々大変なんだけれども、払っているから

には制度を受けさせてもらいたいし、もう６千円が基準額になってきたら、もうこれ以

上上がったら本当払われない人が増えてくるけど、年金天引きという中で、では、残っ

ているお金、どんだけなるんだというような、この先の高齢者の生活がどうなるんだと

いうのがすごく問われる、第９期の国が出そうとしているのは、本当にひどい内容にな

っていますので、本当に早くキャッチして、こんなことしてもろたら困るという声を、

本当に声を上げてほしいですし、太子町だから、それでも予防にこんだけ力入れてもら

っているけれども、もうそんなん全部丸投げされてきたら、もうお手上げになっちゃう

と思いますので、もう自治体だけでは済まないところがいっぱいあるかと思いますけど、

国に対しては強く強く住民さんを守る立場で声を上げていっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（馨）委員 それでは、介護会計特別予算書の２５３頁の中で、３款、３項、１目
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任意事業費の事業別区分の５、見守り訪問事業の愛の一声見守り委託。これは何人分ぐ

らいの老人のところを訪問されているんですか。 

○武部福祉介護課長 愛の一声見守り訪問の分でございます。こちらにつきましては、今

が９名の方を対象に事業を実施しております。ちなみに、内容でございます。乳酸菌飲

料、これはヤクルトを配布させていただいて、配布時に見守りの活動をしているという

ふうな形でございます。 

○ 本（馨）委員 予算書ではないんですけれども、本町では６５歳以上の高齢者が３千

９２７人いるみたいなんですけど、令和５年度で。独り暮らしされている老人のところ

というのは把握されているんですか。 

○武部福祉介護課長 例えば、独居の方々につきましては、現在、社会福祉協議会と協力

しながら、マップを過去から作成させていただいております避難行動要支援者名簿とい

うものがございます。 

 その中で、例えば、災害が発生したときに、どこの地区、どの場所に独居の方がおら

れるかといったことを現在地図上にも落としまして、それと名簿のほうも作成させてい

ただいて、社会福祉協議会と共有しながら、情報のほうは本町も持っておるという状況

でございます。 

○ 本（馨）委員 具体的な数字というのは分からないですか。 

○武部福祉介護課長 すみません。具体的な数字は、ちょっと今手元にないんですけれど

も、その辺は、確認のほうはまたさせていただきます。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○藤井委員 よろしくお願いします。 

 議案第１０号、令和５年度太子町介護保険特別会計予算について、反対の立場で討論

を行います。 

 介護保険の利用料は、２０００年の制度発足から１割負担が原則でした。しかし、１

５年に一定所得以上の人は２割負担とされ、１８年には３割負担も導入されました。 

 厚労省は、余裕がある人が対象などと負担増を正当化しましたが、実際は負担が増え
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て、介護保険サービスを削ったり、施設から退所したりした人は少なくありません。１

割負担でも経済的に苦しく、利用サービスを減らす人がいます。 

 それなのに、財務省の財政制度等審議会は、原則２割負担を提言しています。そんな

ことになれば、更に多くの人がサービスを受けるの諦めてしまいます。利用抑制に拍車

をかける負担増は許されません。 

 また、要介護１、２の訪問・通所介護を保険対象から外し、市区町村が運営する総合

事業に移行させる案にも批判が上がっています。 

 総合事業は、自治体によってサービスの内容や担い手の確保に大きな差があり、全て

の利用者に同じ質のサービスが提供されない危険があります。 

 全国老人福祉施設協議会など、介護事業所や介護の専門職員らでつくる介護関係８団

体は、要介護１、２の訪問・通所介護を総合事業に移行する見直しに反対する要望書を

厚労省に出しています。 

 要望書では、要介護１、２の人は、認知機能が低下し、排せつ介助などの介護給付サ

ービスがなければ、在宅での自立生活が困難と訴えています。 

 認知症などは、専門家の初期段階での気づきや早期の対応が進行を抑えることにつな

がります。要介護１、２の訪問・通所介護の保険外しは、介護状態を悪化させる高齢者

を増やし、かえって介護給付費を膨張させることになります。 

 ７５歳以上の医療費窓口負担が昨年の１０月から２倍化され、高物価の中での年金削

減は高齢者に大打撃です。 

 追い打ちをかける介護負担増と給付削減をストップさせることは急務です。介護保険

改悪はコロナに疲弊している介護現場に一層の苦難を強いる重大な逆行です。大軍拡推

進と大企業優先の政治から社会保障を拡充させる政治への転換が不可欠です。 

 介護保険部会の資料は、１０月に強行された７５歳以上の高齢者医療の負担割合を参

考に、介護保険の負担割合を２割に引き上げることを示唆しています。対象は、単身で

年収２００万円以上で、所得上位３０％に広がります。サービスがどんどん切り捨てら

れていくのと同時に、保険料も改定ごとに値上がりし続けています。 

 太子町では、第８期の保険料策定で、全額基金を保険料に充てれば、少なくとも据え

置くことはできたのに、５千万円しか基金を投入しませんでした。 

 コロナ感染症の影響もあり、利用料が抑えられ、基金は減るどころか積み増しされて

います。２０２３年度は、次期９期の介護保険料を決める年でもあります。コロナ禍で
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もあり、物価高騰で住民生活が苦しい今、基金は全額保険料引下げに使うことを求め、

反対の討論といたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○中村委員 議案第１０号、令和５年度太子町介護保険特別会計予算について、賛成の立

場で意見を述べます。 

 本予算は、令和３年度から始まった第８期介護保険事業計画に沿った内容で予算編成

されており、本町の高齢化に対応して、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取

組を展開するとともに、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組のほか、医療と介護

の連携や高齢者を地域で支えていく体制を構築するなど、地域づくりの推進や様々な課

題に対し適切に対応できる包括的支援に取り組むものとされております。 

 とりわけ、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを展開するため、令和４年度から

本格実施された重層的支援体制整備事業を保険料などの財源で下支えする内容となって

います。 

 また、歳入の柱となる第１号被保険者の保険料については、急速に高齢化が進行して

いくことが予想される中、介護サービスの利用増加に伴い、保険給付も年々増加してい

ることから、将来における介護保険の安定的な運営を図りつつ、保険料の上昇を抑制す

るため、準備基金を有効に活用されているとともに、法に定められた国・府等の負担割

合による予算措置がなされており、適正なものであると考えます。 

 今後も、尚一層の保険給付の適正化に努められ、高齢化の進行に対し、介護保険事業

の円滑な提供・運営に努められることを要望いたしまして、賛成の討論といたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第１０号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○ 本（博）委員長 起立６名、反対２名。よって、賛成多数でございます。 

 議案第１０号、令和５年度太子町介護保険特別会計予算は、原案どおり可決すること

に決しました。 
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 ここで暫時休憩といたします。再開は１時の予定でございます。放送にてお知らせい

たします。 

午前１１時５８分 休 憩 

                                       

午後 １時００分 再 開 

○ 本（博）委員長 それでは、再開いたします。 

○武部福祉介護課長 すみません。先ほど 本委員より、独居世帯の数のご質問をいただ

きました。ご確認をさせていただきまして、町内の独居世帯の数でございます。約４６

０世帯でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 本（博）委員長 次に、議案第１１号、令和５年度太子町後期高齢者医療特別会計予

算、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○松岡保険医療課長 それでは、私のほうから、議案第１１号、令和５年度太子町後期高

齢者医療特別会計予算につきまして、内容のご説明をさせていただきます。 

 初めに、附属説明資料をお願いいたします。附属説明資料の１頁でございます。 

 令和５年度当初予算の総額は２億５千１０１万円で、前年度比９６９万７千円、４.

０％の増となっております。 

 まず、２頁になります。 

 歳出でございます。 

 総務費で４０１万８千円。５４万５千円、１１.９％の減。減の主な要因でございま

すが、令和４年度では、１０月に自己負担割合の２割負担が創設されたことに伴い、全

被保険者に被保険者証を７月と９月に２回発送した郵送料が、令和５年度では１回とな

ることから、一般管理費で６５万円の減となっております。また、徴収等に係る事務経

費を計上しております。 

 次に、広域連合納付金は２億４千６３５万７千円で、保険料と基盤安定繰入金等の収

入を広域連合に支出する納付金となっております。そのほか、過年度分の保険料を還付

する場合の保険料還付金及び還付加算金を計上しております。 

 次に、１頁、歳入でございます。 

 保険料で１億９千９３１万６千円。前年度比８４６万７千円、４.４％の増となって

おります。増の主な要因といたしましては、被保険者の増加によるものとなっておりま
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す。なお、特別徴収と普通徴収の現年度分における割合は、これまでの実績から概ね６

対４の割合と想定し、それぞれ計上しております。また、滞納分として３０万７千円を

計上しております。 

 次の繰入金の事務費繰入金４００万８千円は、歳出の総務費に係る一般会計からの繰

入金となっております。保険基盤安定繰入金３千９６６万５千円は、政令軽減に係る７

割、５割、２割の保険料軽減分を一般会計より繰り入れるものとなっております。その

ほか、繰越金と延滞金等のその他収入を加えまして、２億５千１０１万円が予算の総額

となっております。 

 次に、歳入の表の下でございます。被保険者見込み数は２千１３４人、前年度と比べ

て９６人の増を見込んでおります。そのうち、下の表になりますが、政令軽減のかかる

方は合計で１千２８６人。全体の約６割の方が軽減対象になるものと見込んでおります。 

 それでは、予算書をお願いいたします。 

 ２６７頁でございます。 

 第１条、第１項でございますが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億５千

１０１万円とするものでございます。 

 次に、飛びますが、２７４、２７５頁になります。 

 まず、歳出からでございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２３２万９千円。前年度と比べ６５万

円の減でございます。事業別区分１の一般管理事業２３２万９千円でございますが、後

期高齢者医療に係るクラウドシステム利用料や被保険者証の郵送料等を計上しておりま

す。減の主な要因といたしましては、昨年１０月１日から導入された自己負担の２割負

担導入に伴い、全被保険者に被保険者証を２回送付した郵送料が、令和５年度では８月

の一斉更新１回のみとなることによるものでございます。 

 ２項徴収費、１目徴収費１６８万９千円。前年度と比べまして１０万５千円の増でご

ざいます。事業別区分１の徴収事業１６８万９千円では、保険料に係る納付書等の作成、

郵送費等を計上しております。 

 ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、１目広域連合納付金。事業別区分１の広

域連合納付事業２億４千６３５万７千円。前年度比１千２４万２千円の増でございます。

増の主な要因といたしましては、団塊の世代が後期高齢者となり、被保険者が急増して

いることによるもので、この被保険者から納付いただきました保険料と一般会計からの
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基盤安定繰入金を併せて広域連合へ納付する、広域連合納付金を計上しております。 

 次の３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金６２万５千円。 

 次の２７６、２７７頁になります。 

 ２目還付加算金１万円は、過年度分保険料の返還に係る還付金及び還付加算金で、前

年度と同額をそれぞれ計上しております。 

 続きまして、歳入でございます。 

 恐れ入りますが、戻っていただき、２７２、２７３頁になります。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料では１

億１千３４３万５千円を、２目普通徴収保険料では８千５８８万１千円を計上しており、

被保険者２千１３４人分に係る保険料となっております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料で、前年度と同額の２万円を計

上しております。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金４００万８千円。前年度比５４

万５千円の減となっております。主な減の要因は、事務費繰入金の対象となる総務費の

一般管理費のうち、郵便料の減によるものとなっております。 

 次に、２目保険基盤安定繰入金で、前年度比１７７万５千円増の３千９６６万５千円

を計上しております。 

 ４款繰越金でございますが、前年度と同額の８００万円を計上いたしております。 

 ５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金につきましては、予算の頭出し

として１千円を計上しております。 

 以上が、議案第１１号、令和５年度太子町後期高齢者医療特別会計予算についての説

明でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○ 本（博）委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 これも年々上がっていく保険料なんですけれども、全国的には、やっぱり普

通徴収の方の中に滞納ということが増えているそうなんですけれども、太子町で見たと

き滞納や、また、短期保険証を持っている方なんかが増えたりはしているんでしょうか。 

○松岡保険医療課長 すみません、滞納はほぼないということで、今現在、短期の被保険
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者証を出している被保険者の方もいないという状況です。 

○西田委員 今は附属説明を見ているんですけど、滞納分で、当初では一応３０万７千円

見ている。これはそういう、長い年月ではなくて、納付書を送ったけど、ちょっとこの

納期までに納められなかったぐらいの数字ということですか。 

○松岡保険医療課長 後期高齢者医療の保険料の普通徴収のほうなんですけれども、７月

から、７、８、９、１０、１１、１２、１、２、３月まで、９期で１年間の保険料を納

めていただくんですが、４、５、６と保険料を納める期間がございませんので、その間

で、被保険者の方がきっちりと納めていただいているという状況かなという認識です。 

○西田委員 そういう意味では、全国に比べて、太子町の住民さんはきっちり払っていた

だけているのかなと思う、それは初めてお聞きしてよかったかなと思っております。 

 ただ、やっぱり保険料はそういう感じで普通徴収であっても、無年金でも払っている

人もいている中でも、滞納もなく短期保険証もないということはいいんですけれども、

昨年１０月に医療費の窓口負担が２割になったではないですか。２割になった、「これ

どないなってんねん」というような声が役場のほうに届いたりはしていますか。 

○松岡保険医療課長 当然１０月１日から２割負担の方が２０％程度増えましたので、そ

の方が、「なぜ私は２割になるのかな」というような形で窓口での問合せはあります。

ただ、その後、医療費が２割負担になったという声もされているんですけれども、窓口

で怒られたり、そういうようなケースにはなってはございません。 

○西田委員 年収というか、所得に差があるとは思うんですけれども、それはものすごく

もらっていたら、その２割のことが生活に響くかというたら、ちょっとそれは分かりま

せんけれども、ぎりぎりまたぐ人がいるでしょう。だから、２割になる金額ラインはど

こにあるのか。それは個人で判断されているのか、所帯で判断されているのか、ちょっ

と中身を詳しく教えてください。 

○松岡保険医療課長 ２割負担の判定なんですけれども、まず、世帯内の７５歳以上の方

のうち、課税所得が２８万円以上あるというのが前提にあります。その中で、７５歳以

上の被保険者が１人か、それとも２人かということで、また区分けがされます。もし、

１人だけの単身世帯ということであれば、年金の収入とその他の合計所得金額の合計が

２００万円以上あった場合は２割負担になってしまうと。例えば、夫婦お二人で複数の

世帯ということであれば、今言いました年金収入とその他合計所得の金額が、合わせて

３２０万円以上あった場合に、２割負担になるということでございます。 
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○西田委員 本当にこの基準があったら、またぐといったら、以上だから２００万円にな

った途端に２割になり、言えばですよ、１９９万９千９９９円だったら１割という、そ

ういう、どこでもですけど、またぐ、またがないで大違いのところで、私もそういうの

で、同じところで働いていて、同じ定年を迎えて、同じ後期に入って、その人は１割の

ままで、私は２割なんだというの、それもお尋ねしたら調べてくださって、税とかいろ

いろ見たら、結局１割になってよかったなということなんですけれども。では、その２

００万円が多いか少ないかといったら、絶対多くないんですよ。２００万円で１年過ご

していこうと思ったらね。そういう方に２割負担を押しつけるという、本当にひどいな

と、もうどんどん悪くなっていますからね。それが数字でも表れているのかなと思って

います。 

 また、今回、令和４年、５年で上がっているんですけど、これは聞いたかもしれませ

んが、 高賦課限度額に達している被保険者数、何人いらっしゃるんですか。 

○松岡保険医療課長 今現在、賦課限度額６６万円になっています。ということで、その

賦課限度額に到達している被保険者の方については、２０名ございます。 

○西田委員 これも、そうは言いながら、取り過ぎて、赤字では、ずっとこの間来てない

と思うんです。取り過ぎたお金は、府は基金として持っていると思うんですけれども、

これは、前年度は少し使ってくれたのかな。今、府の基金がどれぐらいあるのかという

が分かっていたら教えてください。 

○松岡保険医療課長 大阪府の後期高齢者医療に係る財政安定化基金ですが、確認させて

いただいたところ、３０億円ということでございます。 

 もう一つご質問いただきました令和４年度、５年度の保険料の算定におきましては、

決算の剰余金１９０億円を使って１年で９５億円ずつ充てた上で、保険料の抑制をして

いるというような状況です。 

○西田委員 府も努力していただいても、これだけ高いということでは、国保の構造的な

問題があると言ったし、介護保険も国の制度としてどうなのというのもありますし、こ

の後期高齢者医療制度も、やっぱり制度の成り立ちからして、高齢者へ負担をかけ、住

民に負担をかけという制度としては、国がもっともっときっちり国民を守る立場で制度

の土台づくりをしてもらわなあかんなと思っています。 

 また、こんなことも、身近に住民さんに接している職員さんが一番よく分かっている

と思いますので、私たちも声を上げますけれども、自治体としての声も集めて、国にこ
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んなんおかしいというのは届けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○藤井委員 よろしくお願いします。 

 ２００６年の医療保険法改悪で創設された後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢

者を後期高齢者として、７４歳以下の人と切り離し、都道府県などでつくる広域連合が

運営する別枠の医療保険に強制的に加入させ、負担増と差別医療を押しつけるものです。 

 ２００８年の制度導入以降、５回の保険料値上げを実施されており、令和２年、３年

度の６千３５８円から１１４円増加で、令和４年、５年度の被保険者１人当たり平均保

険料は、全国で月額６千４７２円になりました。この間、滞納が全国的に増えてきてい

ます。 

 後期高齢者医療の保険料は、約８割の人が年金から天引きされる特別徴収です。年金

が年額１８万円未満の場合や、保険料と介護保険の合計額が年金額の２分の１を超える

場合は、被保険者が保険者に直接支払う普通徴収になります。 

 保険料が払えず滞納になるのは、普通徴収の人です。月に１万５千円程度の年金や無

年金などの低所得者が多く、後期高齢者医療だけてなく、介護保険料や消費税などで生

活自体が厳しい実態があります。 

 後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲

い込んで、負担増と差別医療を押しつける悪法です。 

 ２００８年度にこの制度がスタートした際に導入した保険料の軽減措置を打ち切り、

低所得者への大幅な保険料引上げを強行した上に、窓口負担の２割への引上げです。こ

んな高齢者いじめの制度を廃止し、お金の心配なく医療にかかることができる制度への

転換を求め、反対の討論といたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○ 本（馨）委員 議案第１１号、令和５年度太子町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、賛成の立場で意見を述べます。 
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 本特別会計は、被保険者から納付された保険料を大阪府後期高齢者医療広域連合へ納

付することを目的に、これら保険料などを区分して経理するために設置されており、令

和５年度予算では、現行の制度に基づき、広域連合が定める所定の保険料率により、保

険料や広域連合納付金のほか、必要な経費が適切に計上されていると考えます。 

 今後も、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による急速な被保険者数と保険給

付費の増加が見込まれる中、引き続き、国の動向を注視しながら、制度の円滑な運営に

努力されますよう要望して、本予算の賛成討論といたします。 

○ 本（博）委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○ 本（博）委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 議案第１１号を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○ 本（博）委員長 起立６名、反対２名。よって、賛成多数でございます。 

 議案第１１号、令和５年度太子町後期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり可決す

ることに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了いたしました。 

 これにて、委員会を閉会させていただきます。本日はお疲れさまでした。 

午後 １時２２分 閉 会 
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